
（様式４） 

重要取組シート 

取組項目 男女共同参画社会の形成および生涯学習の推進 

現状・課題 

・堺市では、男女平等社会をめざして「さかい男女共同参画プラン」を、また、女

性に対する暴力の根絶を目的として「DV 防止基本計画」を策定し、両プランに

基づいた施策を推進してきた。  

・しかし、DV が発生する原因にはジェンダーに基づく問題があり、これは男女共

同参画社会の実現にとっても大きな課題であるため、両プランを一体的に推進す

ることで、より効果的で迅速な施策展開につなげる。 

・生涯学習の推進については、「堺市生涯学習支援計画」に基づき、市民が自己に適

した手法や手段を選び、生涯にわたって学習できるよう、庁内関係課と連携し学

習支援を行っている。 

取組みの 

内  容 

・次年度に「男女共同参画プラン」と「DV 防止基本計画」を一体化したプランを

策定するにあたり、まず、社会情勢の変化や、男女の意識や行動がどのように変

化してきているのかを明らかするため「男女共同参画に関する市民意識・実態調

査」を実施する。 

・男女共同参画社会の実現に向け、市民に対して多岐にわたる講座を提供すること

で、男女共同参画に関する意識を高め、地域社会に参画し貢献できる人材を育成

する。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、学習環境が変化していること

を踏まえ、生涯学習の推進については、生涯を通じて学ぶことのできる環境の整

備、多様な学習機会の提供、交流を生む学びの場の拡充等の取組を進める。 
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前期 

（～7月） 

□ 市民意識・実態調査項目の作成（男女共同参画プラン）（4月～6月） 

□ 市民意識・実態調査の実施（市民に発送・回収）（男女共同参画プラン）（7月） 

中期 

（～11月） 

□ 有識者意見聴取（次期生涯学習支援計画）（８月） 

□ 市民意識・実態調査報告書の作成（男女共同参画プラン）（８月～１月） 

□ 男女平等推進審議会（市民意識・実態調査の中間報告）（男女共同参画プラン） 

（１０月） 

後期 

（～3月） 

□ 男女平等推進審議会（次期男女共同参画プランへの諮問）（１２月） 

□ 男女平等推進審議会（次期男女共同参画プランへの答申）（２月） 

□ 堺市生涯学習推進懇話会の開催（次期生涯学習支援計画）（２月） 

次年度 

以降 

□ 次期男女共同参画プランの策定（「男女共同参画プラン」と「DV防止基本計画」

の一体化） 

□ 次期生涯学習支援計画の策定 
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